
新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金について

事業主・労働者の皆さまヘ

令和 4年 7月 1日から同年 11月30日 までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となつた

労働者に対し、有給 (賃金全額支給 )の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業

主は助成金の対象となります !

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業な比 した小学校など

(保育所等を含みます)に通う子ども
②新型コロナウイルスには染した子hなど、小学校などを休む必要がある子ども         *詳 細は裏面をご参照ください。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の体暇制度を設けていただき、年体の有無にかかわらず利用

できるようにすることで、保護者が希望Iコ応じて体コ限を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

【動成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払つた賃金相当額 X10/10
具体的には、対象労働者 と人につき、対象労働者の日額換算賃金額※lX有給休Ⅱ限の日数で算出した合計額を支給します。

※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの (日額上限額※2ぁり)

休暇取得期間 日額上限額※2 申請期限※3

令和 4年 7月 1日～ 9月 30日 9′ 000円 令和 4年 11月 30日 (水)必着

令和 4年 10月 1日～11月 30日 8′ 355円 令和 5年 1月31日 (火)必着

※2 申請の対象期間中 (注)に緊急事態宣言の対象区域叉はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であつた地域 (原則都道府県単

位)に事業所のある企業につしては、休暇取得期間が令和 4年 7月 ～ 9月 は15,000円、10月～ 11月 は12′ 000円。

注 :事業主の方から申請いただいた体 H隈日の最初の日から最後の日までの間 (申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も

早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間 )

※3 令不日3年 8月 1日 ～令和 4年 6月 30日 までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認め

られる場合 (以下 I叉はI)は、申請期限経過後に申請すること力珂 能 (令和 5年 2月 28日 まで)です。

I.労働者からの者F道府県労働局『′Jヽ学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「 (企業に)この助成金を利用してもらいたい」

等のご沐目談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

Ⅱ.労働者が者1道府県労働局『′
lヽ学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが

事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

労働者の皆きまへ

く)厚生労働省・都道府県労働局

て

回
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談憲口』では、「企業にこの助成金を利用し

もらいたい」等、労働者の方からの:引目談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入。酌成金の活用の

働きかけ等を行つています。特別相談窓口 (体業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請

含む)については、こちらをど参照徹埜い。

⇒ 「小学校休業等対応酌成金に関する特別相談窓日のご案内」

事業主の曽さまへ

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページに

申請書は、厚生労働省HPから印刷して0塾い。
*①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位で1よなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
https://wwWimhiwigojp/stf/Seisakunitsuite/bunya/koyOu_roudou/koyou′ kyufukin/PageL07_00002.htnll

② 申請書の提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部 (室)まで郵送でお願いします。
※必ず配達記録が残る郵便 (特定記録郵便やレタターパックなど)で配送 してください。 (宅配便などは受付不可 )

お問い合わせはコールセンターまで

『小学校休業等対応酌成金・支援金コールセンター』 (7月から電話番号が変わりました)

(フリーダイヤル)0120‐ 876‐187受付時間 :9:00～ 21:00土日・祝日含む

※詐欺に盛 意9発い。国や委託事業者から、助成金の相談について電話な致 勧誘することはありません。

また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話な孜 問い合わせることはありません。

い

新型コロナ体Ⅱ限支援 検 索



①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課

後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があつた場合が対象となります。

なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

※小学校等全体の体業のみでなく、学年・学級単位の体業や、オシライン授業、分散登校の場合も対象になります。

※子どもの新型コロナワクチシ接種の付き添いやその副反応時の体みも対象になります。

置くものに限る)、 特別支援学校 (全ての部)

☆障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、

各種学校 (高等学校までの課程に類する課程)なお 含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚回、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、

・小学校、 (幼稚園または小
「′J とは

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある (※)子ども

※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者 (里親、祖父母など)であつて、子どもを現に監護する者が

対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

④対象となる有給の体暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した体暇の扱い

半口単位の休Ⅱ限、

就業規則など1こおける規定の有無

l

ア)新型コ回ナウイルスに感染した子ども

イ)新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者 )

ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する

リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

・学校 :授業日 ※日曜日や夏休みなどは京寸象夕|(夏体み期間が延長された場合、新たに夏休みになつた期間は対象)

。その他の施設 (放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日

『②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

下のと す。①に該当する子ども」に関

るために・授業日である

なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

・イ本B瞬常] について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備
l

労働者に対して支払う賃金の額

l

ります。ただし、事後的に特月Jイ木暇に振り替えることについて労

同意を得ていただくことが必要です。

本人に説明し、

。年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

る場合であつても、全額を支払う必要があります。助成金の支給上限額 l上限額は表面参照
令和 4 9月 30日
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事業主・労働者の皆さまヘ 厚生労働省・都道府県労働局

小学校休業等対応勤成金とは
」ヽ学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を体まざるを得ない保護者に対 して

有給 (賃金金額支給)の体暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額 (※ )を支給する

制度です。※1日当たりの日額上限額については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

■労働者の曽きまへ 【相談窓口のど案内】

都道府県労働局『小学校体業等対応駒戯金に関する特別相跛窓口』は、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方

からの講目談内容に応じて、企業への特別休昭制度導入。勤戯金の活用の働きかけ等を行つています。

E〉 ご相談は裏面の特別相談窓ロー覧まで

体業支援金・給付金の仕組みによる直接申請のご案内

● 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕

組みにより労働者 (大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請すること力卸 能です。

● 労働者の方が利用を希望する場合、裏面の都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』にご連絡くだ

さい。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が酌成金の活用に

応じない場合(こは、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申語ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけ

を行います。

◎休業 支援金 。給付金の仕組み による直接申請の対象 につ いて

以下を満たすことを前提に、休業支援金 。給付金の支給要件を満たす場合に、対象となります。

① 労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金渚用・有給の体暇

付与の働きかけを行つたものの、事業主がそれに応しなかつたこと

② 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み (※ 1、 2)、

その休んだ日時について、賃金等が支払われていない (※ 3)こと

※1 保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子

どもの世話をするために休んだ場合を含みます。
※2 休むことを事業主に連絡しておらず、当該休みを事業主が事後的にも正当なものとして認めていな

い場合 (いわゆる「無断欠勤」)は対象になりません。
※3 年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われている葛のと扱います。

③ 休業支援金 。給付金の申請に当たつて、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了

承すること。また、休業支援金 t給付金の申請に当たつて、事業主記載欄の記入や当該労働者への証

明書類の提供について、事業主の協力が得られること。

◎事業主の皆様へのお願い

0 休業支援金・給付金には事業主負担はありません。
● 休業支援金・給付金の申請に当たり「体業させた」という取扱いをすることをもつて事業主の労働

基準法第26条の休業手当の支払い義務について判断されるものではありません。

● 労働者が学校体業等のために休んだこと、その休みを事業主として認めたこと (いわゆる無断欠勤

ではないこと)自体には争いがない場合は、このことをもつて、体業支援金 。給付金の申請に当た

り「休業させた」とする取扱いとさせていただくことをお願いするものです。

匡〉 都道府県労働局から上記③のご協力を依頼した際には、このことをご理解いただき、労働者の方が

休業支援金・給付金を申請するに当たつて事業主記載欄の記入などにご協力をお願いします。

その他の支給要件等は厚生労働省ホームベージ1こてご確認ください。

●小学校休業等対応助成金について
https://wvvw.mhtw.gojp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rOudou/koyou/kyufukin/pageL07 00002.htnll

o新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 。給付金について 靱
新型コロナ休暇支援 検 索

体業支援金 検 索httpsi//www,mhiw.go」p/Stf/kyugyoshienkin htmi



休業支援金 。給付金の仕組みによる直接申請に関するQ&A

Q2休業させたことの確認

が事業主から得られなけれ

1齢業支援金による個人申

言青はできないのですか ?

Q3体 業支援金の申

語書の作成に事業主が

協力してくれません。どう

したらいいですか?

A3休 業支援金の支

給要件確認書の記載

に事業主が協力してく

れない場合、そのまま

申語書を提出いただい

て、労働局から事業主

に確認を行うことも可

能です。

Q4休業支援金によ

る個人申請の申請先

はどこですか?

A4まずは、勤務先の

事業所の所在地を管

轄する都道府県労働

局『小学校休業等対

応動成金に関する特

別相談窓口」にご相説

くだとい。

*連絡先は下記を

ご参照ください。

I

Al事 業主との相談を経ず

に労働局にご相談いただくこと

も可能です。

例えばご本人から事業主に

相談しづらい場合など、労働

局にご相談いただいたら、謝

談者の意向を踏まえ、事業主

に働きかけ等を行います。

A2労 働局から事業主に

個人申請について働きかけ

る殿階で、事業主が体業

させたことの確認が得られ

ていない場合でも、労働局

はまずは申語を受け付け、

引き続き事業主に休業させ

たことの確言思をそ子います。

小学校休業等対応勘成金に関する特別相談窓口 倫和5年 2月 28日まで)

受付時間 8時30分～17時 15分 (■・日・祝日・年末年始を除く)

電話番号都道府県都道府県電話番号都道府県電話番号都道府県 電話番号

栃 木

茨 城

福 島

山 形

秋 田

宮 城

岩 手

青 森

北海道

神奈川

東 京

石 川

重

新 潟

富 山

福 井

山 梨

長 野

岐 卓

静 岡

賢 知

011‐ 709‐271S

017‐734‐6651

019‐604‐3010

022‐ 299‐8844

018‐862‐6684

023-624‐ 8228

024‐536‐27フフ

029-277‐ 3295

028‐633‐2795

02フ‐896‐4739

048‐600‐6210

043-306‐ 1860

小学校休業等対応酌成金

についてのお問い合わせ

【コー)レセンター】 0120-876-18フ (フ リーダイヤル)

↑フ月から電話番号が変わりました
受付時間 9:00～ 21:00※土日祝日含む

休業支援金・給付金

についてのお問い合わせ

【コー)レセンター】 0120-221-276(フ リータタイヤル)

受付時間 月～金 8:30～ 20:00/土 日祝8:30～ 17:15

小学校休業等対応助成金や体業支援金・給付金の申請に関するトラブ′舅こついて

●労働者の皆様へ :小学校体業等対応助成金や休業支援金・給付金の申請に関連して、解雇、雇止めなどの職場の

トラフリレなが あれ1武 総合労働相談コーナーにど相談くだとい。同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準

監督署な白こ設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引き下は いじめ・嫌がらせ、パワ八ラなどのあらゆる

分野の労働問題につして、ワンストツ史 相談の受付等を行つています。

●事業主の皆様へ :休業支援金の申請や小学校休業等に伴つて仕事を休ん醐 間の賃金の扱い

について相談したことを理由に、解雇など不利益な取扱いを行うことは許されるものではありません。

このような場合につして、労働局におして、労働者からの相談を受け付け、事案に応じて、

事業主に対して、個別労働紛争解決促進法に基づく指導等を行うことがあります。小学校休業等

対応動成金及び株業支援金。給付金の仕組みによる申請について、ど理解とご協力をお願いします。

03‐ 6867‐ 0211

045‐211-7380

025‐ 288-3Sll

076‐432‐ 2740

076‐ 265‐4429

0776‐ 22-3947

055-225‐ 2851

026‐223-0551

058-245‐ 1550

054‐ 252‐ 5310

052‐ 857‐0312

059‐ 226‐ 2110

077‐ 523‐ 1190

075‐ 275‐ 8087

06‐6949‐ 6494

078-367-0850

0742-32‐ 0210

073-488‐ 1170

0857‐ 29‐ 1701

0852-20‐ 7007

086‐ 224-7639

082-221‐ 9247

083‐ 995‐ 0390

088‐ 652‐2718

087‐ 811‐3924

089‐935-5222

088‐ 885-6041

092-411-4764

0952‐ 32‐7218

095-801‐ 0050

096-352‐ 3865

097‐ 532‐ 4025

0985‐ 38‐8821

099‐ 223‐3239

098‐ 868‐4380

滋 賀

徳 島

山 口

広 島

岡 山

島 オ晟

鳥 取

和歌山

奈 良

兵 庫

大 阪

京 者B

沖 縄

鹿児島

宮 崎

大 分

熊  本

長 崎

佐 賀

福 岡

高 知

愛 媛

香 川

君キ ;弓

埼 玉

千 葉

総合労働相酸
コ…ナーのこ輩 内

厚生労働省  都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )
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[令和 4年 9月 30日作成 ] 厚生労働省

【支援の対象となる方】※ (1)～ (4)のいずれにも該当する方が対象

(1)保護者であること

○ 親権者、未成年後見人、その他の者 (塁親、祖父母等)であつて、子どもを現に監護する
者が対象となります。

○ 上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

① 新型コロナウイザレス感染症に関する対応として、ガイトライン等に基づを、臨時休業等
をした小学校等に通う子ども

○ 「臨時休業等」とは

○  「Jヽ学校等」とは

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、おヽ学校等を休む必要がある (※)子ども

刺ヽ学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事が
1で

きなく

なつた個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します !

【支援の内容】令和4年 7月 1日から同年11月 30日 までの間におして、仕事ができ

なかつた日について、1日当たり以下の金額を定額

仕事力k,きなくなつた期間 金額 (1日当たり定額)※ 申請期限

令和 4年 7月 1日～ 9月 30日 4′500円 令和 4年 11月 30日 (水)必着

令和 4年 10月 1日～11月 30日 4′ 177円 令和 5年 1月31日 (火)必着

※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域叉はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であつた地域

(原則都道府県単位)に住所を有する方は、仕事ができなかつた日が7月～ 9月は7「 500円 (定額)、

～ 1

(2)①又は②の子釣 の世話を行うこと

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
。小学校等が臨時休業した場合
。自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があつた場合

をいいます。

なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合(よ対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型コロナワクチシ接種の付き添いやその目」反応B寺の体みも女寸象になります。

各種学校 (幼稚園又は小学校の課程に類する課程

を置 くものに限る。)、 特別支援学校 (全ての部 )

☆障害のある子どもについては、中学校、義務教育学の後期課程、高等学校、各種

学校 (高等学校までの課程に類する課程)等も含も`。

放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時

的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

小学校、

。 新型コロナウイルスに感染した子ども
。 新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども (発熱等の風冴F症‖犬のある者、濃厚接触者)

・ 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化

するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよい嬌忍めた場合をいいます。



(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること

o 「業務委託契約等」とは

○ 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと

※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。

○ 臨時体業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること

○ 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所 。日時等について、

発注者から一定の指定を受けていること

○ 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となつていること

○  「業務委託契約等に基づ
1き

予定されていた日時」とは

あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。

業務量、契約期間などから、業務を行う日が
｀
半JttUできるような場合も含まれます。

○ 日曜日、夏休みなどの扱い

ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して

報酉‖を支払われることを内容とする契約のことをいいます。

契約書や電子メ…ルなど、1可らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬

が確認できるものが申請には必要となります。

例

業務従事や業務遂行の態様  (業務の内容 など)

業務の場所 (業務を行う場所や施設 など)

業務の日時 (業務を行う予定の日、開始日と終了口 など)

・ 時間や日を基礎として言十算されるもの
。作業単位や作業個数の単価と実績を基に計葺されるもの
など、作業量や成果物により、幸限酬が支払われるものが該当します。

(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基

づき予定されていた日時1こ仕事ができなくなつたこと

(2)①に該当する子ども
。学校 :対象となるのは授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外 (夏休み期間が

延長された場合、新たに夏体み(こなつた期間は対象 )

。その他の施設 (放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日が対象

(2)②に該当する子ども
・授業国であるかにかかわらず、その子どもの世言舌をするために仕事を耳又りやめた日

◎ 支給要件、申請等の手続のお問い合わせについては、
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター (7月から電話番号が変わりました)

0120-876-187(受 付時間 :9:00～21:00)※土日・祝日含む

◎
島雨硼 寄 東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金 。支援金受付センター
必ず配連記録が残る郵便 (特定記録重「便やレターパツクなど)で配送してください。

(宅配便などは受付不可)

※表面の申請期限内に提出ください。消E「 が申請期間内でも、受付センタ…への到達日が申語期間を徒過していた場合は申請期間内に申請し

たとは認められませんので、ご留意ください。

※ 申請書は、厚生労働省HPから印刷して使用して下さい。(E口 刷できない場合はコー,レセンターにご連絡下さい。)

(支援金日P〉  httDS:〃 WWw.mhlw,qo.iD/St7newpaqe_10231.html

ださい。国や委託事業者から、支援金の相談について電言舌等で勧誘することはありません。

臨時休業 個人委託

(厚生労働省の委託事業者)

※ 詐欺にご注意く


